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令和３年度 奨学生募集について① 
 

 今年度に募集する予定の奨学金は下記のとおりです。奨学金を希望する生徒の中から推薦生徒を決定します。定員のある奨学金で応

募者が定員を超えた場合は、学年順(３年→２年→１年)あるいは学習状況などで候補者を決定します。 

貸付金額の欄に「昨年度の実績です」と書かれているものは、昨年度に実績があって、まだ募集要項が届いていない奨学金です。 

なお、わからないことがありましたら、教務グループ奨学金担当 加藤（国語科）・井岡(数学科)まで直接尋ねてください。 

  

名 称（ 募 集 機 関 ） 貸 付 金 額 条 件 ・ そ の 他 

①神奈川県高等学校奨学金 

（神奈川県教育委員会） 

月額 

１年生…10,000 円 

20,000 円 

どちらかを選択 

２年生・３年生 

   …10,000 円 

加算額 

 10,000円 

 申請による 

※返還有(借金です!)          ※併給可 

○ 県内在住        

○ 保護者の前年度の都道府県民税所得割額及び 

市町村民税所得割額の合計が 409,600 円未満であること 

○ 連帯保証人が必要 連帯保証人には【印鑑証明書】の提出が必要です   

 

 

★ 返還義務免除については奨学金担当にお尋ねください 

  

 

②川崎市高等学校奨学生 

（川崎市教育委員会） 

全学年 月額 3,000円 

二年生 加給年額 25,000円 

三年生 加給年額 10,000円 

○ 川崎市在住で、学業成績優良(前年度成績の平均が 3.5 以上、応募者多

数の場合は基準が上がります)・性行が善良で学費支弁が困難であるこ

と詳細は要項に記載されています 

★ 返還義務はありません   ※併給可 

③平間寺奨学生 

（川崎市教育委員会） 

川崎市奨学金に準じま

す 

※昨年度の実績です 

川崎市奨学金に準じます 

 

④横浜市高等学校奨学生 

（横浜市教育委員会） 

年額  60,000 円 

(月額  5,000円×12) 

年２回に分けて支給 

○ 保護者が横浜市に在住、学業成績が 3.7 以上、世帯収入が少なく学資

の支払いが困難であること(応募者多数の場合は成績基準が上がりま

す) 

★ 返還義務はありません    

※併給可（平成 31 年度より変更となりました） 

⑤高校奨学生 

（朝鮮奨学会） 

 

年額 120,000円 

(月額 10,000 円) 

○ 日本の高等学校に在学している韓国人・朝鮮人生徒で国籍が韓国・朝鮮、

成績優良（評定平均 3.0以上）で、学費支弁が困難であること 

★ 返還義務はありません  *併給可 

⑥神奈川県工業高等学校奨学金 

（ (財)天野工業技術研究所 ） 

 

年額 240,000円 

（月額 20,000円×12） 

○ 人物、学業とも良好で、学費支弁が困難であること  *併給可 

★ 返還義務はありません （３学年から各科１名） 

⑦高校在学奨学生 

（あしなが育英会） 

月額 45,000 円 

（うち貸与 25,000 円

給付 20,000円） 

○ 保護者等が病気･災害(除 交通事故)･自死(自殺)等で死亡、またはそれ

が原因で著しい後遺障害のため働けなくなった家庭の子供であること 

○ 卒業後 20 年以内に無利子割賦返還 *併給可 

⑧高等学校 奨学生 

（交通遺児育英会） 

月額 20,000～ 

      40,000 円 

入学一時金 20～60 万円 

○ 保護者等が交通事故などで死亡したり、重い後遺障害のため働けず、

経済的に修学困難な生徒であること         *併給可 

○ 卒業後 20 年以内に無利子割賦返還 
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令和３年度 奨学生募集について② 

 
名 称（ 募 集 機 関 ） 貸 付 金 額 条 件 ・ そ の 他 

⑨神奈川県公立学校給付奨学生 

（教育公務員弘済会） 

 

年額 50,000 円 

(８月下旬給付予定) 

※昨年度の実績です 

○ 人物、学業とも良好でかつ学資支弁が困難であること 

○ 同一人については１年限り 

★ 返還義務はありません 

（校内で３名を推薦。推薦＝採用の予定） 

⑩修学奨励生 

  （安全振興会） 

年額 72,000 円 

(月額 6,000円×12) 

年５回に分けて支給 

※昨年度の実績です 

○ 生活保護を受けている者 

○生活保護に準ずる者で、市町村民税の所得割を納付していないもの。 

○ 特別の事情で学資支弁が困難であること 

★ 返還義務はありません  *併給可(条件あり) 

（校内で１名を推薦予定。推薦＝採用の予定） 

⑪川崎住宅奨学金奨学生 年額 150,000円 

○川崎市在住で川崎市内の高校に在学する二年生で、向学心に富み将来社会

と人々の役に立ちたいという志を持つ者 

○市内公私立高校より 10名 

★ 返還義務はありません    *併給可 

（校内で１名を推薦。推薦＝採用ではない） 

⑫山田悦記念奨学生 

（山田悦記念奨学基金） 

 

年額 240,000 円 

(月額 20,000円×12) 

年４回に分けて給付 

最長３年間給付 

○令和３年度市内公私立高校入学生(一年生)で経済的に就学困難な生徒で

あること 

○ 市内公私立高校より８名募集 

★ 返還義務はありません     *併給可 

（校内で１名を推薦。推薦＝採用ではない） 

⑬中尾奨学財団奨学生 

（中尾奨学財団） 

 

年額 180,000 円 

(月額 15,000円×12) 

年６回に分けて給付 

最長３年間給付 

○ 令和３年度県内公私立高校入学生(一年生)で県内在住、経済的に修学困

難な生徒であること 

○ 家族の年間収入が 400万円以下 

○ 県内公私立高校より 30 名募集 

★ 返還義務はありません    *併給可 

（校内で１名を推薦。推薦＝採用ではない） 

⑭下村教育財団奨学金 

年額 10万～100 万 

＊種別により異なる 

 原則２年間 

〇美容にかかわる知識・技術取得意欲が旺盛であり、学業優秀かつ品行方正

であること。 

〇経済的な理由により美容にかかわりのある高等教育機関への就学等が困

難であること。 

〇令和３年度全日制高校３年生(翌年進学予定の者) 

★ 返還義務はありません    *併給可 

【奨学金の申し込みについて】 

４月 28 日(水)の放課後(15:40～16:10)に多目的ホールで奨学

金の申し込みの受付を行います。奨学金の申し込みを希望する

生徒は、担任の先生から「奨学金調査用紙」を受け取り、必要

事項を記入して提出するようにしてください。 

なお、今回希望できる奨学金は最大で３つまでです。 

 


